
毎年4月に実施している「若年層の性暴力被害予防月間」において、本年は、４月からの成年
年齢の18歳への引下げにより、AV出演強要等、若年層の性暴力被害の深刻化が懸念されるこ
とから、SNS、トレインチャンネル等を活用し、成年年齢の引下げに係る若年層の性暴力被
害予防について、集中的に広報・啓発を行う。

アダルトビデオ出演強要等に関する対策の推進
内閣府男女共同参画局

【広報の展開】

（１）ポスター、リーフレット、動画、まんがの作成・配布、

テレビ、ラジオ、インターネット等のメディアを利用した広報活動

（２）インフルエンサーや有識者と協働したオンラインイベントの実施

（３）ＳＮＳやトレインチャンネル等を活用した広報

④① ② ③

令和４年度ポスター・リーフレットのイメージ
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